
工事成績を入札参加要件とする工事の発注について 

 

１ 対象となる工種 

  工事成績を入札参加要件とする工事は、次の工種から、それぞれ選定する。 

⑴ 土木一式工事 

ただし、市内業者のみが参加できる工事で、施工実績等を参加要件としていな

いものに限る。又、再発注分や複数の工種となる工事は除く。（下記⑵において

同じ。） 

⑵ 建築一式工事 

 

２ 工事の区分及び参加要件 

工事成績を入札参加要件とする工事の区分（以下「工事区分」という。）は次の

とおりとし、それぞれの区分ごとに定める要件を入札参加要件に付加するものとす

る。 

 ⑴ 工事成績優良業者対象工事 

   過去３年度分の工事成績の平均点（品質評価点の評価項目①工事成績の平均と

同じ。以下「工事成績の平均評定点」という。）が７５点以上の者 

 ⑵ 平均点以上の業者対象工事 

工事成績の平均評定点が全業者の過去３年度分の全工事の平均点（小数点以下

は四捨五入）以上の者 

⑶ ６５点以上の業者等対象工事 

工事成績の平均評定点が６５点以上の者又は過去３年度において工事成績の

評定を受けていない者 

 

３ 発注件数 

工事成績を入札参加要件とする工事の発注件数は、次のとおりとする。 

 ⑴ 工事成績優良業者対象工事 

   上記１の⑴及び⑵それぞれの前年度発注件数の５％（小数点以下は切り上げ。

以下同じ。） 

 ⑵ 平均点以上の業者対象工事 

上記１の⑴及び⑵それぞれの前年度発注件数の１０％ 

⑶ ６５点以上の業者等対象工事 

上記１の⑴及び⑵それぞれの前年度発注件数の２０％ 

 

４ 工事の選定及び発注方法 

工事成績を入札参加要件とする工事は、次の区分に応じ、それぞれの区分ごとに

定める方法により選定し、発注するものとする。 



 

⑴ 工事成績優良業者対象工事 

工事の規模、内容等により工事を選定し、発注する。 

⑵ 平均点以上の業者対象工事及び６５点以上の業者等対象工事 

各発注日において、別記のすべての発注区分の中から、それぞれ１件の工事を

選定し、発注する。 

⑶ 上記⑵の工事の発注は、予定した発注件数に達するまで実施することとし、翌

年度６月３０日までに実施できなかったものについては、発注は行わない。 

 

５ 実施時期 

平成１９年７月１日 

 

（別記） 
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発注区分 予定価格区分 

区分(1) 
① ８，０００万円以上 

② ４，０００万円以上８，０００万円未満 

区分(2) 
① ２，５００万円以上４，０００万円未満 

② ２，０００万円以上２，５００万円未満 

区分(3) 
① １，５００万円以上２，０００万円未満 

② １，０００万円以上１，５００万円未満 

区分(4) 
① ３００万円以上１，０００万円未満 

② ３００万円未満 

発注区分 予定価格区分 

区分(1) 
① １０，０００万円以上 

② ５，０００万円以上１０，０００万円未満 

区分(2) 
① ２，０００万円以上５，０００万円未満 

② １，０００万円以上２，０００万円未満 

区分(3) 
① ５００万円以上１，０００万円未満 

② ５００万円未満 


